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平成25年度各会計 歳出予算集計表
(単位　千円）

主　な　増　減　理　由

598,409,068 595,632,267 2,776,801  0.5

競輪事業会計 20,878,507 20,684,804 193,703 0.9 競輪場整備営繕費の増

卸売市場事業会計 2,215,075 2,951,725 △ 736,650  △ 25.0 北部市場再整備事業費の減

国民健康保険事業会計 133,091,876 131,531,811 1,560,065  1.2 後期高齢者支援金の増

母子寡婦福祉資金貸付事業会計 285,277 281,326 3,951 1.4 公債償還元金の増

後期高齢者医療事業会計 12,186,401 12,476,477 △ 290,076  △ 2.3 後期高齢者医療広域連合納付金の減

公害健康被害補償事業会計 116,902 104,934 11,968  11.4 公益財団法人川崎・横浜公害保健センター運営費補助金の増

介護保険事業会計 73,379,620 68,752,439 4,627,181  6.7 介護サービス費の増　

港湾整備事業会計 3,239,246 2,386,511 852,735  35.7 東扇島コンテナターミナル整備費の増

勤労者福祉共済事業会計 111,746 110,761 985 0.9 福祉共済一般管理費の増

墓地整備事業会計 733,502 457,507 275,995  60.3 早野聖地公園整備事業費の増

生田緑地ゴルフ場事業会計 830,950 546,177 284,773  52.1 生田緑地ゴルフ場整備事業費の増

公共用地先行取得等事業会計 9,257,823 5,228,274 4,029,549  77.1 公債償還元金の増

公債管理会計 235,159,541 193,759,711 41,399,830  21.4 公債償還元金の増

小        計 491,486,466 439,272,457 52,214,009  11.9

病院事業会計 39,875,910 38,672,057 1,203,853  3.1 病院施設整備事業費の増

下水道事業会計 99,253,611 91,866,183 7,387,428  8.0 企業債償還金の増

水道事業会計 46,762,417 47,990,367 △ 1,227,950  △ 2.6 施設再構築事業費等の減

工業用水道事業会計 9,342,796 10,077,651 △ 734,855 △ 7.3 施設再構築事業費等の減

自動車運送事業会計 10,998,920 11,103,116 △ 104,196  △ 0.9 建設改良費の減

高速鉄道事業会計 -                 60,906 △ 60,906 皆減 会計廃止による皆減

小        計 206,233,654 199,770,280 6,463,374  3.2

合        計 1,296,129,188 1,234,675,004 61,454,184  5.0
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平成25年度一般会計歳入歳出予算
（歳入） （単位　千円）

款 増△減額 主　な　増　減　理　由

1 市税 284,397,788 279,442,920  4,954,868  1.8
市民税（個人）・・・納税者数の増加による増
市民税（法人）・・・企業収益の増加による増
固定資産税　家屋・・・新増築による増

2 地方譲与税 3,529,619 3,616,321  △ 86,702  △ 2.4 譲与原資の減

3 利子割交付金 508,506 543,661 △ 35,155 △ 6.5 交付原資の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

4 配当割交付金 635,649 572,736 62,913 11.0 交付原資の増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

5 株式等譲渡所得割交付金 161,843 145,608 16,235 11.1 交付原資の増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

6 地方消費税交付金 11,965,890 12,384,475 △ 418,585 △ 3.4 交付原資の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

7 ゴルフ場利用税交付金 33,647 34,636 △ 989 △ 2.9 交付原資の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8 自動車取得税交付金 1,640,751 1,572,729 68,022 4.3 交付原資の増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 軽油引取税交付金 3,911,985 3,914,479 △ 2,494 △ 0.1 交付割合の減

10 地方特例交付金 1,146,952 1,219,836 △ 72,884 △ 6.0 交付原資の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

11 地方交付税 1,460,758 1,537,453 △ 76,695 △ 5.0 普通交付税の減　　　　　　　　　　　　　　　  

12 交通安全対策特別交付金 424,299 464,474 △ 40,175 △ 8.6 交付原資の減　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

13 分担金及び負担金 10,145,838 9,250,486 895,352 9.7 保育所運営費負担金の増

14 使用料及び手数料 15,639,959 15,556,534 83,425 0.5 産業廃棄物処分手数料の増

15 国庫支出金 97,996,193 100,501,485 △ 2,505,292 △ 2.5
児童手当費負担金の制度改正（増）、子ども手当費負担金の制度終了（減）、
子どものための手当費負担金の制度改正（減）　による減
市街地再開発事業費補助・・・補助対象事業費の減

16 県支出金 19,482,172 20,632,024 △ 1,149,852 △ 5.6
妊婦健康診査臨時特例交付金事業費補助・・・補助制度終了による減
予防接種費補助・・・補助制度終了による減

17 財産収入 3,016,155 2,907,499 108,656 3.7 不動産売払収入の増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

18 寄附金 415,715 459,615 △ 43,900 △ 9.6 緑化基金寄附金の減

19 繰入金 24,757,317 23,903,812 853,505 3.6
減債基金借入金の減、鉄道整備事業基金繰入金の増、公共用地先行取得等事
業特別会計繰入金の増

20 繰越金 100,000 100,000 － － －

21 諸収入 47,134,032 45,491,484 1,642,548 3.6 総務費弁償金の増

22 市債 69,904,000 71,380,000 △ 1,476,000 △ 2.1
連続立体交差事業債の減、社会教育施設整備事業債の減
臨時財政対策債の減

598,409,068 595,632,267 2,776,801  0.5

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

％

増△減率

歳  入  合  計 

平成25年度 平成24年度



平成25年度一般会計歳入歳出予算
（歳出） （単位：千円）

　　款 平成25年度 平成24年度 増△減額 増△減率 主　な　増　減　理　由

1 議会費 1,712,199 1,753,270 △ 41,071 △ 2.3 ％ 費用弁償等旅費の減

2 総務費 46,667,719 45,477,240 1,190,479 2.6 ％ 国際戦略拠点地区整備推進事業費の増

3 市民費 6,164,884 7,105,442 △ 940,558 △ 13.2 ％ 川崎シンフォニーホール事業費の減

4 こども費 82,313,982 81,423,132 890,850 1.1 ％ 民間保育所運営費の増

5 健康福祉費 130,137,870 127,728,147 2,409,723 1.9 ％ 障害者（児）介護給付等事業費の増

6 環境費 20,101,030 17,669,676 2,431,354 13.8 ％ 放射性物質対策事業費の増

7 経済労働費 35,613,411 37,190,223 △ 1,576,812 △ 4.2 ％ 新川崎・創造のもり第３期地区整備事業費の減

8 建設緑政費 30,160,200 34,877,502 △ 4,717,302 △ 13.5 ％ 連続立体交差事業費の減

9 港湾費 8,200,012 9,242,957 △ 1,042,945 △ 11.3 ％ 浮島2期廃棄物埋立護岸建設事業費の減

10 まちづくり費 24,000,631 23,277,419 723,212 3.1 ％ 新川崎地区整備事業費の増

11 区役所費 14,519,721 13,978,726 540,995 3.9 ％ 区役所施設整備費の増

12 消防費 16,439,814 16,833,053 △ 393,239 △ 2.3 ％ 職員給与費の減

13 教育費 48,403,844 45,652,970 2,750,874 6.0 ％ 校舎建築事業費（義務教育施設）の増

14 公債費 74,356,234 71,861,385 2,494,849 3.5 ％ 元金の増

15 諸支出金 59,117,517 61,061,125 △ 1,943,608 △ 3.2 ％ 減債基金借入金償還元金の減

16 予備費 500,000 500,000 － －

598,409,068 595,632,267 2,776,801 0.5 ％歳　出　合　計



今後の土地開発公社を含めた先行取得制度活用の考え方について（概要）

３制度それぞれの特徴を活かした
先行取得制度の活用が必要

①　近年の先行取得実績や今後の用地取得需
　要等を踏まえ、先行取得需要が一定程度見込
　まれることから、引き続き、適宜、先行取得制度
　を活用する。

②  先行取得３制度それぞれの特徴を踏まえ利
　点を活かしながら、先行取得３制度を機能的・
　効果的に活用する。

③　先行取得制度活用にあたっては、先行取得
　の必要性、効果、概ね５年以内の事業化の確
　実性など、慎重に検討する。

④　公社の新規取得案件は、原則として議会に

　報告し、透明性の確保を図る。

今後の土地開発公社の活用について

（２） 経営改善のための具体的措置
ア　保有資産の活用
イ　効率的運営体制の確保
ウ　資金調達手法の見直し

（３） 取得手続きにおける透明性の確保
公社による新規取得について、議会に報告し、透明性を確保する。

今後の先行取得制度活用の考え方

（課題）
　長期保有土地や供用済み土地の増加

第１次総合的土地対策計画の取組（Ｈ12～Ｈ15）
○公社保有の供用済み土地の解消

　○公社に対する無利子融資の実施
　○代替地・道路残地等の民間売却など

（１） 基本方針
ア　今後の先行取得制度活用の考え方に基づき、 公社の利点・特徴を
　活かし、機動的・安定的な用地取得に活用する。

イ　新規取得は必要性、効果及び事業化の確実性等を検討し、慎重な
　運用を図る。

ウ　法人の経営改善を推進し、今後、社会・経済環境等を踏まえ、公社
　機能を再検証する。

エ　計画的な再取得により、概ね１０年程度で長期保有土地の解消を図
　る。

本市の総合的土地対策の取組

 健全な先行取得用地の保有状況に

○　道路用地　    約 １５ｈａ  約７７０億円
国道４０９号、都市計画道路

　（宮内新横浜線・丸子中山茅ヶ崎線・
　　溝ノ口線・世田谷町田線・菅早野線等）他

○　緑地公園用地　約 ４２ｈａ  約１８０億円
生田緑地、菅生緑地、

　　早野聖地公園用地、
　　特別緑地保全地区用地

◎　合　　計　　　約 ５７ｈａ 約９５０億円

  ※　過去の実績では、用地取得の約１９％が
　　先行取得

先行取得３制度の概要今後１０年程度の用地取得需要見込み

３制度それぞれの特徴を活かした先行取得制度の活用一定の先行取得需要が見込まれる
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第３次総合的土地対策計画期間2,153

188

縮減額
８４０億円

第２次総合的土地対策計画の取組（Ｈ16・Ｈ17）
○マイコンシティ事業用地の事業手法の転換

　　及び再取得
　○水江町地内公共用地等に係る公社への
　　無利子融資の実施など

第３次総合的土地対策計画の取組（Ｈ18～Ｈ22）
○水江町地内公共用地を産業活性化・企業誘致

　　推進事業用地として民間貸付のための再取得など

縮減額
２８２億円

縮減額
７９５億円

Ｈ12年度当初
先行取得保有額
２，１５３億円

資  料　２

Ｈ24年度末
保有額見込み
１７３億円

○地方公共団体の事業の円滑
　な実施

○公共事業の計画的かつ円滑な
　推進

○公有地拡大の計画的な推進
○地域の秩序ある整備と公共の福祉
　の増進

○自己資金（基金） ○市債発行(用地先行取得事業債)
○償還期間１０年、満期一括
○国による都市開発資金貸付金

○民間資金の借入

○取得原価 ○取得原価
○利子

○取得原価
○管理費
○利子
○事務費

○個別用地の予算措置は不要
○基金現金の範囲内での利用
　で、弾力的、機動的な対応
　が可能
○小規模かつ短期で買戻す用
　地取得

○１０年以内の事業化が要件
○国へ起債の届出が必要
○歳出予算への計上を含めた予
　算措置が必要
○補償費、測量費等への対応が
　可能
○国の補助認定前や都市計画事
　業認可前等、事業化前の計画
　段階での用地取得

○個別用地の予算措置の必要がな
　く、債務負担行為限度額の範囲内
　での利用
○緊急的な用地取得、事業残地の取
　得や補償費への対応などが可能
○事業区間内で、次年度以降に国庫
　補助事業として再取得が予定され
　る用地取得
○補助事業による再取得の条件とし
　て、公社による先行取得が指定さ
　れる用地取得

土地開発公社

目　的

資　金

買戻時
負担

特　徴
・

役　割

区　分 土地開発基金
公共用地先行取得等

事業特別会計



資 料 ３  

川崎市の総合的土地対策と今後の土地開発公社を含めた 

先行取得制度活用の考え方 

平成２５年２月 

川 崎 市 
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本市では、高度経済成長のもとで京浜工業地帯の中枢として著しく人口が集中し、急速

な市街化が進む中で、基本的な都市施設や都市基盤施設の整備が急がれる状況にありまし

た。そのための公共用地の確保にあたっては地価の高騰や用地の取得難により大変厳しい

状況にあり、事業を計画的に推進するためには用地を先行取得しておくことが課題となっ

ていました。 

 こうしたことから、用地の先行取得を行うため、土地開発基金（昭和４４年１２月設置）、

川崎市土地開発公社（昭和４８年２月設立）及び公共用地先行取得等事業特別会計（平成

３年４月設置、以下「用地会計」という。）を設置し、地域の健全な発展と秩序ある整備に

向け、計画的に公共ストックの確保を図ってきました。 

 しかしながら、バブル経済の崩壊に伴う長期にわたる景気の低迷及び国・地方を通じた

財政環境の悪化等を背景として、本市の先行取得用地の事業化が進まず、保有期間の長期

化と保有総量の増加が、本市の土地問題の中心的課題となっていました。 

 こうした状況に対応するため、本市では、平成１１年２月に「川崎市低･未利用地対策基

本方針」を策定し、先行取得用地等を「当初計画に沿って使用していくべき土地」（Ａ分類）

と「処分を含めた対策検討を行う土地」（Ｂ分類）とに分類し、保有総額の縮減と金利負担

の抑制に取り組んできました。 

 平成１２年９月、この基本方針の考え方を踏まえ、全国に先駆けて、「土地開発公社の経

営の健全化に関する計画」を策定し、「第１次総合的土地対策計画」として、土地開発公社

の抜本的な経営健全化に向けた保有額の総額縮減に取り組むとともに、公共用地先行取得

等事業特別会計及び土地開発基金保有額の縮減についても取組を推進してきました。 

 平成１６年２月には、「第１次総合的土地対策計画」のローリングを実施し、「第２次総

合的土地対策計画」を策定し、さらに平成１８年２月には、新たな「土地開発公社経営健

全化対策｣が国から示されたことを踏まえ、「第３次総合的土地対策計画（平成１８年度～

平成２２年度）」を策定して、残された土地問題の課題解決を図り、さらなる保有額総量の

縮減に向けて取り組んできました。 

こうした土地対策への取組により、平成１２年度当初、２，１５３億円あった保有額は、

平成２２年度末で２３６億円まで縮減し、健全な先行取得用地の保有状況となりました。

このため、新たな総合的土地対策計画は策定せず、平成２３年度以降は、これまでの総合

的土地対策における考え方を踏まえながら、引き続き、長期保有土地の縮減及び用途不明

確土地の新たな目的設定や売却等の検討を進めています。 

（これまでの土地対策の経緯） 

平成１０年４月  「川崎市公有地総合調整会議」の設置 

             土地取得、処分及び利用に係る事務執行の相互牽制機能及び

総合調整機能の強化を図るため、土地利用調整会議を改組 

  平成１０年５月  「川崎市低･未利用地対策基本方針の策定に向けて」 

-第１次報告-「先行取得用地対策の基本的考え方」の策定 

  平成１１年２月  「川崎市低･未利用地対策基本方針」の策定 

  平成１２年９月  「土地開発公社の経営の健全化に関する計画」の策定 

（第１次総合的土地対策計画） 

  平成１６年２月  「第２次総合的土地対策計画」の策定 

平成１８年２月  「第３次総合的土地対策計画」の策定 

１ これまでの総合的土地対策の経過



○ 実施期間

平成１２年度～平成１６年 2 月（公社経営健全化計画期間：Ｈ12～Ｈ17 年度）

○ 主な対策内容 

・ 土地開発公社が保有する供用済土地の解消（市債を活用）

・ 土地開発公社に対する無利子融資の実施（転貸債を活用）

・ 用地会計による土地開発公社保有地の再取得（用先債の弾力運用）

・ 基金条例等の改正（土地開発基金の一部処分、再取得利息の協議制度(当面無

利息)の追加）

・ 土地開発基金による土地開発公社保有地の再取得（用途不明確土地の再取得）

・ 民間直接売却の実施（代替地、道路残地等を公社が直売）

○ 成果 ⇒ 保有額を８４０億円（３９％）縮減 

○ 主な再取得用地 

（土地開発公社） 

・ 都市計画道路小杉菅線用地     （Ｈ１２、 ４１億円） 

・ 南部生活環境事業所整備事業用地    (Ｈ１２、 １５億円) 

・ 柿生小学校拡張用地               （Ｈ１２、 １６億円） 

・ マイコンシティ事業用地      （Ｈ１２・Ｈ１３、 ２７億円） 

・ 南部葬祭場建設用地               （Ｈ１３、 ２１億円） 

・ 都市計画道路野川柿生線用地    （Ｈ１３、 ３５億円） 

・ 北部医療施設整備事業用地         （Ｈ１４、 ５７億円）  

（用地会計） 

・ 川崎子ども夢パーク整備事業用地    (Ｈ１２、 ６５億円) 

・ 枡形緑地               (Ｈ１２、 ３８億円) 

・ 宮前スポーツセンター用地         （Ｈ１３、 １９億円） 

縮減率
H15年度末
（3月 補正前）

縮減額

1,313億円 840億円 39.0%

712億円 599億円 45.7%

27 .6%

39 .7%

560億円 214億円

41億円 27億円

区　分
H12年度
当初

３制度の合計 2,153億円

　土地開発公社 1,311億円

　用地会計 774億円

　土地開発基金 68億円

２ 総合的土地対策計画の成果と保有土地への対策

(１) 第１次総合的土地対策計画の取組結果 



○ 実施期間

平成１６年３月（３月補正）～平成１７年度（計画期間：Ｈ１６.３月～Ｈ２０年度） 

○ 主な対策内容 

・ 「第１次総合的土地対策計画」の対策内容に加えて、次のとおり重点課題の解

決に向けた取組を実施しました。

・ マイコンシティ事業用地の事業手法の転換及び再取得（土地開発基金を活用）

・ 水江町地内公共用地等に係る土地開発公社への無利子融資の実施（転貸債を活

用）

○ 成果 ⇒ 保有額をさらに２８２億円（２１．５％）縮減 

○ 主な再取得用地等 

（土地開発公社） 

・ マイコンシティ事業用地        （Ｈ１５、 ４５億円） 

・ 都市計画道路向ヶ丘遊園駅菅生線用地   (Ｈ１６、 １６億円)  

・ 久本薬医門公園用地           (Ｈ１６、 １３億円) 

・ 一般国道４０９号線道路改良事業用地   (Ｈ１６・Ｈ１７、 ８億円)  

・ 仮称市民利用施設事業用地(直接売却)   (Ｈ１７、  ７億円) 

（用地会計） 

・ 精神薄弱者更生施設用地                (Ｈ１６、 １１億円)  

・ 上平間老人いこいの家用地        (Ｈ１７、   ５億円) 

・ 新川崎都市拠点総合整備事業用地         (Ｈ１７、 １３億円) 

・ 麻生鳥のさえずり公園               (Ｈ１７、 ２５億円) 

区　分
H15年度末
（3月補正前）

３制度の合計 1,313億円

　土地開発基金 41億円

　土地開発公社 712億円

　用地会計 560億円

縮減額 縮減率

25億円 16億円 39.0%

H17年度末

1,031億円

467億円

282億円 21.5%

173億円 24.3%

93億円 16.6%

539億円

(２) 第２次総合的土地対策計画の取組結果 



○ 実施期間

平成１８年度～平成２２年度（計画期間：同左） 

○ 主な対策内容 

・ 長期保有土地（５年以上）の計画的な再取得

・ 用途不明確土地の解消（当初処分予定 H23 以降の前倒し再取得）

・ 貸付・売却等の実施（公社直接売却、市有地処分事業等）

・ 土地開発公社経営健全化対策の活用（民間貸付による有効活用）

○ 成果 ⇒ 保有額をさらに 795 億円（７７．１％）縮減 

○ 主な再取得用地 

（土地開発公社） 

・ 中原消防署複合化施設用地           (Ｈ１８、 ２３億円) 

・ 緑ヶ丘霊園用地                   （Ｈ１８～Ｈ２２、８億円） 

・ 多摩川リバーサイド整備事業用地   （Ｈ１９、   ７億円） 

・ 水江町地内公共用地               （Ｈ２０、２４１億円） 

・ 早野聖地公園用地                （Ｈ１８～Ｈ２２、３５億円） 

（用地会計） 

・ 新川崎都市拠点総合整備事業用地    (Ｈ１８～Ｈ２２、２７６億円) 

・ リサイクルパークあさお用地       (Ｈ１８、 １０億円) 

・ 多摩スポーツセンター用地         （Ｈ２０、 １９億円） 

（土地開発基金） 

・ 久地小学校教育機能向上事業用地  （Ｈ２２、 １０億円）

　土地開発基金 25億円

　土地開発公社 539億円

　用地会計 467億円

区　分 H17年度末

３制度の合計 1,031億円

60.0%

78.5%

110億円 357億円 76.4%

縮減率

236億円 795億円 77.1%

H22年度末 縮減額

116億円 423億円

10億円 15億円

(３) 第３次総合的土地対策計画の取組結果 



○ 先行取得用地保有額の推移

土地開発公社

用地会計

土地開発基金

その他用地

その他用地

公園・緑地用地

街路・道路・河川用地

街路・道路・河川・
区画整理事業用地

59億円

73億円

4億円

18億円

5億円

3億円

2億円

555億円 473億円 389億円

68億円 41億円 25億円 10億円

11億円

182億円 66億円 61億円 26億円

37億円 21億円 17億円

774億円 560億円 467億円

651億円 392億円 307億円

公園・緑地用地 137億円 121億円 88億円

523億円 199億円 144億円 94億円

その他用地 22億円 10億円 7億円

公園・緑地用地 13億円 18億円 13億円

街路・道路・河川用地 33億円 13億円 5億円

58億円
14.7%

（85.3%）
8億円 7億円

110億円 664億円
14.2%

（85.8%）
65億円

173億円

1,311億円 712億円 539億円 116億円 1,195億円
8.8%

（91.2%）
115億円 107億円

236億円 1,917億円 11.0%
（89.0%）

188億円３制度の合計 2,153億円 1,313億円 1,031億円

Ｈ17
年度末

Ｈ22
年度末

縮減額
比率

(縮減率)

参　考

Ｈ23
年度末

Ｈ24年度末
見込み

　　　　　年　度

先行取得制度

Ｈ12年度
当　　初

第１次総合的
土地対策後

第２次総合的
土地対策後

第３次総合的
土地対策後

Ｈ12 → Ｈ22末

Ｈ15年度末
(補正前）

68 72

774 698
614 598 560

488 467
408 386

1,207

819

712

597
539

489
454

7877 53 41 27 25 18 14 1013 25 5965110129
328

107115
116

131

185

1,311

1,047

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

12年度
（当初）

12年度末 13年度末 14年度末 15年度末
(3月補正前)

16年度末 17年度末 18年度末 19年度末 20年度末 21年度末 22年度末 23年度末 24年度末
見込み

公社

特会

基金

1,977

1,738

1,470

1,313

1,112

1,031

915
854

526

285
236

173

（億円）

第１次総合的土地対策計画期間 第２次総合的土地
対策計画期間

第３次総合的土地対策計画期間2,153

188



３次１１年間にわたる総合的土地対策計画を策定し、長期保有土地の縮減に取り組んだ

結果、平成１２年度当初と比べ、約９０％の保有額の縮減を果たし、健全な先行取得用地

の保有状況となりましたが、一部課題として残っている用地については、次のとおり対処

します。 

ア 交通局事業用地は、「新技術による川崎縦貫鉄道整備推進検討委員会」の提言を踏ま

え事業化の時期が不透明となったことから、土地開発公社による直接売却で処理する。 

イ 水江町土壌汚染対策費用は、土地開発公社の準備金で処理する方向で調整を行う。 

また、平成２３年度末現在の先行取得用地の保有額は、次の一覧のとおり、土地開発公

社１１５億円、用地会計６４億円、土地開発基金８億円で、３制度合計では１８８億円と

なっています。 

【土地開発公社】 単位：㎡、百万円

H23末面積

H23末簿価

9,048.15
1,701
2,001.13
1,799
572.06
423

344.96
607
61.08
122

691.25
2,440
2,199.58
930

170.77
124

612.42
394

1,803.12
864

450.10
300

637.35
296

510.41
217

678.69
927

532.11
159
0.00
232

20,313.18

11,535

単位：㎡、百万円

H23末面積
H23末保有額

9,206.85

3,149
927.64
73

6,247.34
381

636.26
1,080
1,389.63
1,316
6,346.78
445

24,754.50

6,444

【土地開発基金】 単位：㎡、百万円

H22末面積

H23末保有額

3,894.41

527
255.60
228

1,010.06
16

1,000.00
16

6,160.07

787

51,227.75

18,766

№ 事業名 所在地
取得
年度

1 生田緑地用地 宮前区・多摩区 S61～Ｈ6

3 市道麻生５号線東百合丘77号、115号線用地 麻生区 H4

2 登戸土地区画整理事業用地 多摩区 H4～H5

5 都市計画道路世田谷町田線用地 多摩区 H2

4 市道池田４号線道路改良事業用地 川崎区 H3～H8

7 市道三田第55号線道路改良事業用地 多摩区 H2

6 一般県道鶴見溝ノ口線用地 高津区 H3

9 市道宮前６号線道路改良事業用地 宮前区 H4～H6

8 市道南生田44号線用地 多摩区 H6

11 準用河川平瀬川支川改修事業用地 麻生区 H4

10 主要地方道横浜上麻生線用地 麻生区 S62～H3

13 横浜生田線予定地（５条） 宮前区 S61

12 都市計画道路梶ヶ谷菅生線予定地（５条） 宮前区 S58～Ｓ60

15 交通局事業用地 宮前区 H14

14 国道４０９号線予定地（４・５条） 中原区・高津区 S63～H7

土　地　開　発　公　社　　　合　計

【用地会計】

16 水江町地内公共用地（５条） 川崎区 Ｈ19・Ｈ20

№ 事業名 所在地
取得
年度

2 菅生緑地用地 宮前区 H20

1
新川崎地区都市拠点総合整備事業用地
（創造のもり第３期地区）

幸区 H6～H8

4 一般県道鶴見溝ノ口線用地 高津区 H5～H8

3 生田緑地用地 多摩区 H16～H19

6 水沢２丁目地内特別緑地保全地区用地 宮前区 H23

5 小田公園 川崎区 H17

用　地　特　別　会　計　  　合　計

№ 事業名 所在地
取得
年度

1 早野聖地公園用地（墓域） 麻生区 H5～H10

3 王禅寺地内公益用地 麻生区 H13

2 道路改良国道４０９号線用地 中原区 H2・Ｈ22

土　地　開　発　基　金　　　合　計

３　制　度　の　合　計

4 仮称麻生消防署金程出張所用地 麻生区 H13

(４) 保有土地の状況 



平成２４年７月の地価調査では、平成２３年７月以降の１年間の地価は、全国的に依然

として下落を示しましたが、下落率は縮小し、上昇・横ばいの地点も増加しました。  

住宅地に地価については、低金利や住宅ローン減税等の施策による住宅需要の下支えも

あって下落率は縮小しました。人口の増加した地域で下落率の小さい傾向が見られ、住環

境良好あるいは交通利便性の高い地点で地価の上昇が見られます。 また、商業地の地価に

ついても、前年より下落率が縮小しました。 

東京圏では、大震災の影響からの回復傾向が見られ、半年毎の地価動向を見ると、特に

２４年１月～６月は回復の程度が加速しました。特に神奈川県では横浜市及び川崎市を中

心として上昇地点が増加しました。 

川崎市内の平成２４年地価調査結果をみると、住宅地では、幸区・中原区・高津区の３

区の平均価格が上昇しており、商業地では、多摩区･麻生区を除く５区で平均価格が上昇し

ています。用途別全体では、昨年比０．５％地価が上昇しており、１１４の調査地点のお

よそ８割にあたる８８の調査地点で昨年度の地価を上回るか、同水準の地価となっていま

す。とりわけ、中原区・高津区では、約２％の地価上昇率を示しています。本市を含めた

大都市圏では、「ほぼ下げ止まり」の状況がみられます。 

地価調査　住宅地 平均価格の推移（川崎市平均）
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地価調査　商業地 平均価格の推移（川崎市平均）
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地価調査　平均変動率の推移（川崎市平均）

-15

-10

-5

0

5

10

H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

％

-0.8 0.5

-1.3

-7.7

千円 

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

H22 H23 H24

中原区 高津区

％

３ 今後の先行取得制度活用の考え方

(１) 川崎市の地価の状況 



 平成１２年度から２３年度までの１２年間における新規の用地取得実績は、先行取得、

直接取得を合わせて、約１，３７９億円となっている。そのうち、先行取得実績は、全体の

１９％の約２６２億円で、総合計画の着実な推進のため、地権者との用地交渉の結果として、

必要な用地を先行取得しています。 

 先行取得用地の内訳をみると、件数的には、道路・街路・河川用地が過半数を占め、用

地取得費では、公園・緑地用地が約半分を占めています。 

 なお、土地開発公社で先行取得した「道路・街路・河川用地」の約１５億円は、そのほ

とんどが事業中の用地で、用地会計が活用できなかったものです。 

○ Ｈ12～Ｈ23 の用地取得実績 

今後１０年程度の本市の用地取得需要見込みについては、幹線道路の整備計画である道路

整備プログラムなどに基づく道路用地の取得や、緑の基本計画に基づく特別緑地保全地区

などの緑地保全施策の推進のため、約５７ｈａ、約９５０億円の用地取得需要が見込まれ

ています。

○ 道路用地     約 １５ｈａ  約７７０億円 

国道４０９号、都市計画道路（宮内新横浜線・丸子中山茅ヶ崎線・ 

溝ノ口線・世田谷町田線・菅早野線等）他 

○ 緑地公園用地 約 ４２ｈａ  約１８０億円 

生田緑地、菅生緑地、早野聖地公園、特別緑地保全地区用地 

◎ 合  計   約 ５７ｈａ 約９５０億円 

(３) 今後の用地取得需要見込みについて 

(２) 近年の用地取得実績の状況 

道路・街路・
河川用地

公園・緑地
用地 その他 合計

23 122 117 262

土地開発公社 23 1.7% 15 1 7 23

用地会計 202 14.6% 3 107 92 202

土地開発基金 37 2.7% 5 14 18 37

1,117 81.0%

合計 1,379 100.0%

（単位：億円）

19.0%

先行取得用地内訳

直接取得

先行取得 262



① 今後１０年程度で約９５０億円の用地取得需要があり、近年の先行取得

実績を勘案すると、先行取得需要も一定程度見込まれる中で、社会資本整

備の継続的・計画的な推進、総合計画の着実な推進等の観点から、引き続

き、適宜、先行取得制度を活用し用地取得を行います。 

②  厳しい財政状況の中、十分な土地開発基金現金を確保することが困難な

状況の中で、先行取得需要に適切に対応していくためには、現在の先行取

得３制度それぞれの機能が必要であります。 

したがって、今後も引き続き、３制度それぞれの特徴を踏まえ利点を活

かしながら、先行取得３制度を機能的・効果的に活用します。 

③ 先行取得制度活用にあたっては、政策・調整会議や公有地総合調整会議

において、先行取得の必要性、効果、概ね５年以内の事業化の確実性など、

慎重に検討を行った上で用地の取得決定を行います。 

④ 土地開発公社において新規取得する場合は、取得用地が小規模、継続的

な事業など軽微と判断される案件を除き、市議会に報告し、透明性の確保

を図ります。 

(４) 今後の先行取得制度活用の考え方 



○ 用地先行取得３制度の概要 

区 分 土地開発基金 用地会計 土地開発公社 

目 的 

○地方公共団体の事業の 

円滑な実施 

○公共事業の計画的かつ円 

滑な推進 

○公有地拡大の計画的な推進 

○地域の秩序ある整備と公共 

の福祉の増進 

資 金 

○自己資金（基金） ○市債発行(用地先行取得事 

業債) 

○償還期間１０年、満期一括 

○国による都市開発資金貸 

付金 

○民間資金の借入 

買戻時 

負担 

○取得原価 ○取得原価 

○利子 

○取得原価 

○管理費 

○利子 

○事務費 

特 徴 

・ 

役 割 

○個別用地の予算措置は 

不要 

○基金現金の範囲内での 

利用で、弾力的、機動 

的な対応が可能 

○小規模かつ短期で買戻 

す用地取得 

○１０年以内の事業化が要 

件 

○国へ起債の届出が必要 

○歳出予算への計上を含め 

た予算措置が必要 

○補償費、測量費等への対応 

が可能 

○国の補助認定前や都市計 

画事業認可前等、事業化 

前の計画段階での用地取 

得 

○個別用地の予算措置の必要が 

なく、債務負担行為限度額の 

範囲内での利用 

○緊急的な用地取得、事業残地 

の取得や補償費への対応など 

が可能 

○事業区間内で、次年度以降に 

国庫補助事業として再取得が 

予定される用地取得 

○補助事業による再取得の条件 

として、公社による先行取得 

が指定される用地取得 



ア 今後の先行取得制度活用の考え方に基づき、先行取得３制度における公社の

利点・特徴を活かし、機動的・安定的な公共用地取得に活用します。 

イ 公社の事業資金が民間借入によることから、新規取得については、必要性、

効果及び事業化の確実性等を検討し、慎重な運用を図ります。 

ウ 法人経営の一層の改善を推進するとともに、今後、社会・経済環境や地価動

向等を踏まえ、公社機能について再検証します。 

エ 既存の事業用地について、計画的に再取得するものとし、概ね１０年程度の

期間で、長期保有土地の解消を目指します。 

ア 保有資産の活用 

土地開発公社においては、これまでも貸付可能な用地の積極的な確保と貸

付可能面積に対する貸付率の向上など、当面処分予定のない土地については、

短期貸付による暫定利用を積極的に推進し、経営に貢献してきました。 

今後も、暫定利用がなされていない土地等の資産について、可能な限り活

用を進めていきます。 

イ 効率的な運営体制の確保 

    川崎市住宅供給公社との役員の兼務や、退職職員の不補充などを継続する

とともに、より効率的な運営体制による経営を図っていきます。 

ウ 資金調達手法の見直し 

     金利負担の軽減を図るため、証券発行や金利入札の検討等、資金調達手法

の見直しに取り組んでいきます。 

４ 今後の土地開発公社の活用について

(１) 基本方針 

(２) 経営改善のための具体的措置 



引き続き、公社が実施する新規取得について議会に報告するなど、取得手続き

における透明性の確保を図ってまいります。 

１ 報 告 対 象   土地開発公社へ依頼する土地の取得 

２ 報 告 先   常任委員会 

３ 報 告担当局   取得目的となる事業を所管する局 

４ 報 告 方 法   (1) 年度開始前においては、年度分一括して予算説明時に報告する。 

                 １ha 以上かつ 8,000 万円以上の用地については、個別案件ごとに報告

し、それ以外の土地については、一括して報告する。（ただし、各局にお

いて小規模、継続的な事業である等、軽微と判断する案件はこの限り

ではない。） 

               (2) 年度途中に取得する案件については、個別案件ごとに報告する。（た

だし、各局において小規模、継続的な事業である等、軽微と判断する案

件はこの限りではない。）

(３) 取得手続きにおける透明性の確保 
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